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指揮が図られていない除、転居の連絡に関する情報共有の打合せを行っていない。

札幌市中央区における児童虐待事案について

M

【被害児童】

２歳女児

【被疑者】

実母 21歳

実母の交際相手 24歳

○ 令和元年６月５日午前５時ころ、実母が119番通報（警察は消防からの転送により認知）。

○ 搬送先の病院で死亡確認。被害児童の頭部、顔面などに複数の怪我が認められる状況。

○ 翌６日までに、実母及びその交際相手を、共謀して児童に暴行を加え、怪我を負わせた傷害容
疑で逮捕した。

【事案概要】

【警察による関与及び児童相談所との連携状況】

○ 令和元年５月12日 泣き声通報の110番受理
→ 現場付近臨場するが対象家庭特定できず

○ 令和元年５月13日 対象家庭特定
→ 児童相談所に対し、過去の取扱状況を照会（ネグレクト・泣き声通報）
実母に電話するが面会・協力を拒否される

→ 児童相談所へ通告
○ 令和元年５月15日 前日に実母から訪問を受け入れる旨の連絡があり、家庭訪問

→ 児童の身体を確認したところ、痣等は認められたが、実母の説明等から、
緊急に保護する必要のある負傷は認められないと認識

→ 児童相談所に確認状況等を情報共有
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